
船舶事故調査報告書 

令和４年３月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年９月１９日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 兵庫県明石市江井ケ島港南南西方沖 

 江井ケ島港西防波堤灯台から真方位２３８°９６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４０.１′ 東経１３４°５４.１′） 

事故の概要 プレジャーボート T
ティー

・ Y
ワイ

号は、南南東進中、漁船新栄
しんえい

丸は、南西

進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年１０月４日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート T・Y 号、５トン未満（長さ６.７９ｍ） 

   ２６０－２５１５０兵庫、個人所有 

Ｂ 漁船 新栄丸、１.５トン 

   ＨＧ３－２６０８１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人４人を後部甲板に乗せ、船

長Ａが操縦室の椅子に腰を掛けて手動操舵で操船に当たり、釣り場に

向かう目的で、約１３ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）

で南南東進中、左舷船首至近にＢ船を認め、機関を中立としたもの

の、Ａ船の船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突した。 

 船長Ａは、右舷船首方にのり
．．

養殖施設（以下「養殖施設」とい

う。）が多く見えていたので、養殖施設に乗り入れることのないよ

う、主に右舷船首方を見ており、左舷方から接近するＢ船に気付くの

が遅れたと本事故後に思った。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員１人が乗り組み、船長Ｂが後部甲板に 

座って左手で船外機の操縦ハンドルを握って操船し、甲板員を前部甲

板に乗せ、養殖施設の設置を行う目的で約７kn の速力で南西進中、右

舷船首至近にＡ船を認め、減速したものの、Ａ船と衝突した。 

 船長Ｂは、右舷船首方からの波しぶきが顔にかかるのを避ける目的

で、右手を顔の右側に当てて船首方及び左舷方を見ていたので、右舷

方から接近するＡ船に気付くのが遅れたと本事故後に思った。 



 Ｂ船の甲板員は、前部甲板にいたものの、波しぶきが顔にかかるの

を避ける目的で下を向いて座っており、衝突する直前までＡ船に気付

かなかった。 

分析  Ａ船は、南南東進中、船長Ａが、右舷船首方の養殖施設に乗り入れ

ることのないよう、主に右舷船首方を見ながら航行したことから、左

舷方から接近するＢ船に気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 

 Ｂ船は、南西進中、船長Ｂが、右舷船首方からの波しぶきが顔にか

かるのを避ける目的で、右手を顔の右側に当てて船首方及び左舷方を

見て航行していたことから、右舷方から接近するＡ船に気付くのが遅

れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が南南東進中、Ｂ船が南西進中、船長Ａが、主に右

舷船首方を見ながら航行し、また、船長Ｂが、右手を顔の右側に当て

て船首方及び左舷方を見て航行していたため、互いに接近しているこ

とに気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、特定の方向にのみ意識を向けることなく、常

時、周囲の適切な見張りを行うこと。 

 ・船長は、波しぶきが見張りの支障となる際は、波しぶきが発生し

ない程度の速力で航行すること。 

 


